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在宅の日常生活において常時介護が必要な身体的、精神的な障害をお持ちの方に、国や

県から手当が支給されます。 

 

１ 対象者 

この手当は、所得制限、併給制限があります。詳しくは【３４ページ 「２７ 手当、

年金等の所得制限・併給制限】をご確認ください。また、施設入所者及び長期入院者は、

受給できません。なお、障害の内容により、診断書を提出いただいても手当を支給でき

ない場合があります。一度、福祉課にご相談ください。 

(1) 特別障害者手当 

２０歳以上で以下の項目のいずれかに該当する方 

ア 身体障害２級（一部を除く）以上の障害を重複して有する方 

イ 身体障害２級（一部を除く）以上の障害を有する方で、ＩＱ２０以下の方又は常

時介護が必要な精神障害を有する方 

ウ 身体障害２級（一部を除く）以上の障害を有する方又はＩＱ２０以下の方もしく

は常時介護が必要な精神障害を有する方で、加えて身体障害３級相当の障害を２つ

以上有する方 

エ 身体障害２級（一部を除く）以上の障害を有する方又はＩＱ２０以下の方もしく

は同程度の障害又は病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方 

(2) 障害児福祉手当 

２０歳未満で以下の項目のいずれかに該当する方（障害年金の受給者を除く） 

ア 身体障害２級（一部を除く）以上の障害を有する方 

イ ＩＱ２０以下の方 

ウ 上記ア、イ同程度の障害又は病状で常時介護が必要な方 

(3) 経過的福祉手当 

２０歳以上で従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当、障害基礎年金及び特別

障害給付金のいずれも受給していない方 

 

２ 愛知県における手当額上乗せ制度の種別 

  愛知県では、上記の手当支給対象者を以下の条件に応じてＡ～Ｃ種に分類し、国の手

当金額に上乗せした手当額を支給しています。 

(1) Ａ種 

身体障害者手帳の１級、２級とＩＱ３５以下の判定が重複している方 

(2) Ｂ種 

身体障害者手帳１級、２級の方又はＩＱ３５以下の判定の方 

(3) Ｃ種 

Ａ種、Ｂ種以外の方 

 

１８ 特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当  担当：福祉課 
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３ 申請に必要なもの 

(1) 受給者名義の預貯金通帳 

(2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳（お持ちの方のみ） 

(3) 手当用診断書（福祉課窓口でお渡しします。不要の場合もあります。） 

 (4) マイナンバーが分かるもの（同じ世帯の方の番号も確認できるものが必要） 

(5) 本人確認書類（写真表示のあるもの１点又は写真表示のないもの２点以上の提示が

必要） 

(6) 公的年金等の収入金額が分かる書類 

 

４ 申請の流れ 

(1) 上記の「申請に必要なもの」をそろえて、福祉課窓口で申請してください。 

(2) 審査のうえ、手当の支給要件に該当する場合は、手当を申請した日の属する月の翌

月分から支給します。 

 

５ 手当の支給額（愛知県制度分も含む。カッコ内は令和８年３月までの支給額） 

(1) 特別障害者手当 

      Ａ種：月額３７，３００円（３６，４４０円） 

   Ｂ種：月額３１，５００円（３０，６４０円） 

   Ｃ種：月額３０，４５０円（２９，５９０円） 

 (2) 障害児福祉手当 

   Ａ種：月額２３，４６０円（２３，０００円） 

   Ｂ種：月額１７，７１０円（１７，２５０円） 

   Ｃ種：月額１６，５６０円（１６，１００円） 

 (3) 経過的福祉手当 

      Ｂ種：月額１７，７１０円（１７，２５０円） 

 

６ 手当の支給時期 

年に４回（２月、５月、８月、１１月の中旬）、支払月の前月までの分を支給します。 

 

７ 受給中の方は、以下の場合、福祉課窓口にて手続きをおとりください。 

手続きの種類 事由 持ち物 

変更届 氏名、住所、口座変更

時 

預金通帳（口座変更時のみ）、 

マイナンバーが分かるもの、本人確認書類 

資格喪失届 死亡、施設入所、３ヶ

月超の入院時 

遺族の預金通帳（死亡時のみ）、 

マイナンバーが分かるもの、本人確認書類 

所得状況届 毎年８月 別途送付する案内で指示するもの 

再認定手続 有期満了時 別途送付する案内で指示するもの 
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在宅の重度の障害者の方に、愛知県から手当が支給されます。 

 

１ 対象者（ＩＱ値は、療育手帳の判定によります。） 

１種：身体障害者手帳１級又は２級で、ＩＱ３５以下の方 

２種：身体障害者手帳１級又は２級並びにＩＱ３５以下の方及び身体障害者手帳３級

でＩＱ５０以下の方  

 (1) 身体障害者手帳の初回交付時が、６４歳以下の方に限ります。（２種のみ） 

(2) この手当は、所得制限、併給制限があります。詳しくは【３４ページ 「２７ 手

当、年金等の所得制限・併給制限】をご確認ください。 

(3) 施設入所者及び長期入院者（医療機関への３ヶ月以上の入院）は受給できません。 

２ 申請に必要なもの 

(1) 受給者名義の預貯金通帳 

(2) 身体障害者手帳、療育手帳 

(3) 課税標準額が確認できるもの（課税証明等、碧南市において課税状況の確認ができ

ない方のみ必要） 

 (4) 本人確認書類（写真表示のあるもの１点又は写真表示のないもの２点以上の提示が

必要） 

３ 申請の流れ 

(1) 上記の「申請に必要なもの」をそろえて、福祉課窓口で申請してください。 

(2) 愛知県にて支給要件の該当を認められた場合、申請した月の翌月分から支給します。 

４ 手当の額 

１種：月額１５，９５０円 

２種：月額 ６，９５０円 

５ 手当の支給時期 

年に３回（４月、８月、１２月の下旬）、支払月の前月までの分を支給します。 

６ 受給中の方は、以下の場合、福祉課窓口にて手続きをしてください。 

 

手続きの種類 事由 持ち物 

変更届 氏名、住所、口座変更時 預金通帳（口座変更時のみ） 

本人確認書類 

資格喪失届 死亡、施設入所、３ヶ月超の入

院時、県外転出時 

遺族の預金通帳（死亡時のみ） 

本人確認書類 

所得状況届 毎年８月 別途送付する案内で指示するもの 

１９ 愛知県在宅重度障害者手当     担当：福祉課 
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在宅の２０歳未満の障害児を監護する保護者に、愛知県から手当が支給されます。 

 

１ 対象者 

知的障害又は身体障害の状態（政令で定める程度以上）にある児童を養育している父

又は母若しくは父母に代わってその児童を養育している方 

この手当は、所得制限があります。詳しくは【３４ページ 「２７ 手当、年金等の

所得制限・併給制限】をご確認ください。 

また、障害児が施設入所者又は年金受給者である場合は、受給できません。 

 

(1) 児童の要件 

ア 身体障害者手帳の１級から３級及び４級の一部を受けている児童及びこれに準ず

る障害のある児童 

イ 療育手帳のＡ、Ｂ判定を受けている児童 

ウ 障害児福祉手当受給者 

エ 次の障害等と診断され、日常生活に著しい制限を受けている児童 

 (ｱ) 統合失調症、器質性精神障害（高次脳機能障害を含む。）及びてんかん等の精 

神障害 

 (ｲ) 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害及び学習障害等の発達障 

  害 

 (ｳ) 白血病、悪性リンパ腫等の血液・造血器疾患 

(ｴ) 腎臓、肝臓、糖尿病の疾患 

    オ 上記と同等と認められるその他の障害により、日常生活に著しい制限を受けてい 

る児童 

※障害の内容により、手当を支給できない場合があります。一度ご相談ください。 

(2) 手当の種別 

ア 重度（身体障害１、２級又は療育手帳Ａ判定） 

イ 中度（身体障害３級又は４級の一部、療育手帳Ｂ判定） 

 

２ 申請に必要なもの 

(1) 特別児童扶養手当用診断書（不要の場合もあります） 

(2) 身体障害者手帳、療育手帳（お持ちの方のみ） 

(3) 申請者名義の預貯金通帳 

(4) 戸籍謄本（受給者及び対象障害児が記載されたもの） 

(5) マイナンバーが分かるもの（同じ世帯の方の番号も確認できるものが必要） 

(6) 本人確認書類（写真表示のあるもの１点又は写真表示のないもの２点以上の提示が

必要） 

 

２０ 特別児童扶養手当         担当：福祉課 
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３ 申請の流れ 

(1) 上記の「申請に必要なもの」をそろえて、福祉課窓口で申請してください。 

(2) 愛知県にて支給要件の該当を認められた場合、申請した月の翌月分から支給します。 

 

４ 手当の額 

 令和８年３月まで 令和８年４月から 

重度 月額５６，８００円 月額５８，４５０円 

中度 月額３７，８３０円 月額３８，９３０円 

 

５ 手当の支給時期 

１２月から３月までの分を４月中旬に、４月から７月までの分を８月中旬に、８月か

ら１１月までの分を１１月中旬に支給します。 

 

６ 受給中の方は、以下の場合、福祉課窓口にて手続きをおとりください。 

手続きの種類 事由 持ち物 

変更届 受給者・障害児の氏名、住所

変更時 

本人確認書類（氏名変更の場合は、

戸籍謄本） 

口座の変更時 預金通帳、本人確認書類 

転出届 県外転出時 本人確認書類 

資格喪失届 受給者・障害児の死亡時 

障害児の施設入所時 

遺族の預金通帳（死亡時のみ）、措

置決定通知書等の写し（施設入所時

のみ）、本人確認書類 

所得状況届 毎年８月 別途送付する案内で指示するもの 

再認定手続 有期満了時 別途送付する案内で指示するもの 

 

 

 

 

 

１８歳到達年度までの児童を養育している方で、父又は母が重度の障害者である場合、

児童扶養手当、遺児手当、こどもすこやか手当が受給できる場合があります。 

世帯の状況、収入状況、障害の状態等により要件が異なります。 

 

１ 対象者 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

児童扶養手当法施行令別表第二に定める程度の障害の状態にある方 

 

２ 申請に必要なもの・申請の流れ 

内容により異なりますので、こども課で確認してください。

２１ 児童扶養手当・遺児手当・こどもすこやか手当 担当：こども課 
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市内に住所を有する心身障害者の方に手当が支給されます。 

１ 対象者 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方かつ手帳の初回交

付時に６４歳以下の方 

 この手当は、所得制限、併給制限があります。詳しくは【３４ページ 「２７ 手当、

年金等の所得制限・併給制限】をご確認ください。 

 施設入所者についても、一部受給制限があります。 

２ 申請に必要なもの 

(1) 受給者名義の預貯金通帳 

(2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 

 (3) 本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等の写真表示のあるもの１点又は 

健康保険証、年金手帳等の写真表示のないもの２点以上の提示が必要） 

３ 申請の流れ 

(1) 上記の「申請に必要なもの」をそろえて、福祉課窓口で申請してください。 

(2) 市にて支給要件の該当を認められた場合、申請した月の翌月分から支給します。 

４ 手当の額 

 身体障害者手帳 療育手帳のＩＱ 
精神障害者 

保健福祉手帳 

月額４，０００円 １級 ＩＱ３５以下 １級 

月額３，５００円 ２級 
ＩＱ３６以上 

５０以下 
２級 

月額３，０００円 ３級   

月額２，０００円 ４級から６級 
ＩＱ５１以上 

７５以下 
３級 

５ 手当の支給時期 

年に３回（４月、８月、１２月の下旬）支払月の前月までの分を支給します。 

６ 受給中の方は、以下の場合、福祉課窓口にて手続きをしてください。 

手続きの種類 事由 持ち物 

変更届 氏名、住所、口座変更時 通帳（口座変更時のみ）、本人確認

書類 

資格喪失届 市外への転出 本人確認書類 

死亡 本人確認書類、遺族の預金通帳、 

遺族の本人確認書類 

 

 

２２ 心身障害者手当          担当：福祉課 



第４章 手当・年金等 

- 30 - 

 

 

病気やけがで障害の状態になったとき、障害年金が受給できる場合があります。年金は、

裁定請求をしないと受給できません。障害の状態になった疾病の初診日（６５歳未満の期

間に限る）に加入していた年金制度によって請求先等が異なります。 

 

１ 対象者 

２０歳以上で障害の状態になった方又は２０歳前から障害の状態にある方 

  ２０歳前から障害の状態にある方に対する障害基礎年金は、所得制限があります。詳

しくは【３４ページ 「２７ 手当、年金等の所得制限・併給制限】をご確認ください。 

 

２ 申請先・問い合わせ先 

初診日に加入していた年金制度により異なります。 

(1) 国民年金（２０歳前の障害を含む。）：年金事務所又は国保年金課 

(2) 厚生年金：年金事務所 

(3) 共済年金：加入していた共済組合 

 

３ 申請に必要なもの・申請の流れ 

内容により異なります。それぞれの申請先で確認してください。 

 

４ 障害基礎年金の受給要件 以下の３つの条件すべてを満たしている必要があります。 

(1) 障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入期間、２０歳前または日

本国内に住んでいる６０歳以上６５歳未満の方で年金制度に加入していない期間。 

(2) 障害の状態が、障害認定日または２０歳に達したときに障害等級表に定める１級ま

たは２級に該当していること。 

(3) 保険料の納付要件を満たしていること。２０歳前の年金制度に加入していない期間

に初診日がある場合は、納付要件は不要です。 

  ※納付要件・・初診日の前日において、初診日がある月の２カ月前までの被保険者期

間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が３

分の２以上あること。 

※納付要件の特例・・令和１８年３月３１日までに初診日がある場合で、６５歳未満

であり、初診日の前日において、初診日がある２カ月前までの直近１年間

に保険料の未納期間がないこと。 

２３ 障害年金 
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愛知県の特定医療費受給者証又は特定疾患医療給付事業受給者票を所持し、現在治療を

受けている方に見舞金を支給します。 

 

１ 対象者 

１０月１日（基準日）において碧南市に６ヶ月以上住所（住民登録）があり、かつ、

愛知県が発行した特定医療費受給者証又は特定疾患医療給付事業受給者票をお持ちの方 

※小児慢性特定疾患医療給付事業受給者票は対象になりません。 

  

２ 申請に必要なもの 

(1) 受給者名義の預貯金通帳 

(2) 特定医療費受給者証又は特定疾患医療給付事業受給者票 

 

３ 申請の流れ 

(1) 上記の「申請に必要なもの」をそろえて、福祉課窓口で申請してください。 

(2) 審査のうえ、手当の支給要件に該当する場合は、手当が支給されます。 

 

４ 見舞金の額 

年５，０００円 

 

５ その他 

(1) この見舞金は、所得制限、併給制限はありません。 

(2) 見舞金は、１人につき年５，０００円です。 

  (3) 受給者票等を複数枚お持ちの方も、申請は年に１回までとなります。 

 

２４ 指定難病及び特定疾患見舞金制度   担当：福祉課 
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障害者を扶養している保護者が掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害に

なられた場合に、障害者へ終身一定額の年金を支給する制度です。 

１ 対象者 

知的障害の方、身体障害の方（１級から３級まで）、精神又は身体に永続的な障害の

ある方を現に扶養している保護者 

  

２ 加入に必要なもの 

(1) 加入等申込書（福祉課窓口でお渡しします。） 

(2) 申込者（被保険者）告知書（福祉課窓口でお渡しします。） 

(3) 障害証明書（福祉課窓口でお渡しします。） 

(4) 障害者手帳、障害年金の証書等障害の種類及び程度を証明する書類 

(5) 住民票原本（保護者及び障害者のものの提出が必要） 

(6) 戸籍謄本原本（保護者と障害者が別世帯の場合のみ、それぞれのものが必要） 

(7) 年金管理者指定届書及び年金管理者の住民票原本（障害者が年金を管理することが

困難な場合にのみ必要） 

 

３ 加入の流れ 

(1) 上記の「加入に必要なもの」をそろえて、福祉課窓口で手続きしてください。 

(2) 愛知県で審査のうえ、加入が承認された場合は、加入証書が交付され、毎月口座振

替により掛金を納めていただきます。 

(3) 加入者、障害のある方に異動があった場合は、速やかに連絡をしていただきます。 

 

４ 掛金月額（平成２０年４月１日以降に加入の場合） 

保護者の加入時年齢 掛金月額（１口あたり） 

３５歳未満 ９，３００円 

３５歳以上４０歳未満 １１，４００円 

４０歳以上４５歳未満 １４，３００円 

４５歳以上５０歳未満 １７，３００円 

５０歳以上５５歳未満 １８，８００円 

５５歳以上６０歳未満 ２０，７００円 

６０歳以上６５歳未満 ２３，３００円 

※１ ２口まで加入できます。 

※２ 加入者が６５歳（４月１日現在）以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ、

継続して２０年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。 

※３  掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、所得税等における保険

料控除の対象となります。 

２５ 心身障害者扶養共済制度     担当：福祉課 
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５ 年金の支給 

加入者が死亡し、又は重度障害と認められたときは、その月から障害のある方に対し、

１口当たり月額２万円（年額２４万円）の年金が生涯にわたって支給されます。 

 

６ 弔慰金等の支給 

１年以上加入した後に、加入者より先に障害のある方が死亡した時は加入期間に応じ

て弔慰金が、５年以上加入した後に、加入者の申し出によりこの制度から脱退したとき

は一時金が支給される場合があります。 

種類 加入期間 金額 

平成１９年度以前加入 平成２０年度以降加入 

弔慰金 

１年以上５年未満 ３０，０００円 ５０，０００円 

５年以上２０年未満 ７５，０００円 １２５，０００円 

２０年以上 １５０，０００円 ２５０，０００円 

脱退 

一時金 

５年以上１０年未満 ４５，０００円 ７５，０００円 

１０年以上２０年未満 ７５，０００円 １２５，０００円 

２０年以上 １５０，０００円 ２５０，０００円 

 

７ その他 

(1) 保護者の健康状態等によっては、加入できない場合があります。 

(2) 制度変更により、掛金額や年金額、弔慰金、一時金の額が変更になる場合がありま

す。 

 

 

  

 

 

年金制度上、国籍要件などによって、国民年金の受給資格を得ることができなかった外

国人の方に給付金を支給します。 

１ 対象者 

(1) 高齢者 大正１５年４月１日以前の出生者のうち一定の要件にあたる外国人の方 

(2) 重度障害者 身体障害者（１級または２級）または知的障害者の方（Ａ判定）のう

ち一定の要件にあたる外国人の方 

２ 給付金の額 

(1) 高齢者福祉給付金 月額１万円 

(2) 重度障害者福祉給付金 月額２万円 

３ その他 

詳しくはお問い合わせください。 

２６ 在日外国人福祉給付金 担当：福祉課・高齢介護課 
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 手当・年金制度については、受給資格者やその扶養義務者などの所得が多いときは、手

当・年金を受給することができない場合があります。 

 判定の対象となる所得が、所得制限額を超える場合は、その年の８月分から翌年７月分

まで（児童扶養手当、遺児手当、母子・父子家庭医療は１１月分から翌年１０月分まで、

障害基礎年金は１０月分から翌年９月分まで）受給することができません。 

 判定の対象となる所得＝前(々)年中の所得－各種所得控除  

１ 所得制限額 

扶養親族数 
区分 0人 1人 2人 3人 

4人目 
以降の 
加算額 

(1) 

特別障害者手当 
障害児福祉手当 
経過的福祉手当 

受給資格者 円 
3,661,000 

円 
4,041,000 

円 
4,421,000 

円 
4,801,000 

円 
380,000 

配偶者・扶養義務者 6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 213,000 

特別児童扶養 
手当 

受給資格者 4,596,000 4,976,000 5,356,000 5,736,000 380,000 

配偶者・扶養義務者 6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 213,000 

心身障害者手当
※ 受給資格者 3,761,000 4,141,000 4,521,000 4,901,000 380,000 

(2) 

児童扶養手当 

受 給
資 格
者 

全部支給 690,000 1,070,000 1,450,000 1,830,000 380,000 
一部 
支給停止 2,080,000 2,460,000 2,840,000 3,220,000 380,000 

配偶者・扶養義務者 2,360,000 2,740,000 3,120,000 3,500,000 380,000 

遺児手当 
受給資格者 2,080,000 2,460,000 2,840,000 3,220,000 380,000 

配偶者・扶養義務者 2,360,000 2,740,000 3,120,000 3,500,000 380,000 

母子・父子家庭医療 2,080,000 2,460,000 2,840,000 3,220,000 380,000 

(3) 
特別障害給付金 
障害基礎年金※
(２０歳前障害) 

受 給
資 格
者 

全部 
支給停止 4,794,000 5,174,000 5,554,000 5,934,000 380,000 

1/2 
支給停止 3,761,000 4,141,000 4,521,000 4,901,000 380,000 

(4) 在宅重度障害者
手当 

受給資格者 3,661,000 

配偶者・扶養義務者 6,287,000 

令和２年度分所得より給与・年金所得から最大１０万円差し引きます。（※を除く。） 

２ 所得制限額の加算 

受給資格者又はその配偶者、扶養義務者について、扶養親族等に以下の人がいる場合

は、当該扶養親族等一人につき、それぞれ上記の所得制限額に以下の加算があります。 

所得確認対象 扶養親族等 (1)の給付 (2)の給付 (3)の給付 (4)の給付 

受給資格者 老人扶養親族 100,000 円 100,000 円 480,000 円 加算なし 

特定扶養親族 250,000 円 150,000 円 630,000 円 加算なし 

配偶者・ 

扶養義務者 
特定扶養親族※ 60,000 円 60,000 円 加算なし 加算なし 

※ 当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち 1 人

を除いた老人扶養親族１人につき、右欄の金額が加算されます。 

２７ 手当、年金等の所得制限・併給制限 
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３ 前（々）年中の所得 

所得額の計算方法は次のとおりで、収入額とは異なります。 

(1) 特別障害者手当の受給資格者は、非課税の公的年金等も収入に含めて計算をします。 

(2) 児童扶養手当、遺児手当の場合は、養育費も所得に含めます。 

(3) 譲渡所得等、特別に計算を要する所得もあります。 

４ 各種所得控除 

在宅重度障害者手当の控除額は、住民税の計算方法と同一の方法で算出します。 

その他の手当の控除額は、住民税の計算方法と異なり、概ね次のとおりです。 

(1) 障害者（特別障害者）控除･････････････････1 人につき 270,000 円(400,000 円) 

 ※ただし、市心身障害者手当において控除対象者が障害基礎年金を受給中（全額停止

を除く）の場合には控除しません。 

(2) 寡婦・ひとり親控除･･･････････････････････270,000 円(350,000 円) 

ア 母子・父子家庭医療は控除しません。 

イ 遺児手当は受給者が父又は母の場合は控除しません。 

ウ 児童扶養手当は受給者が父又は母の場合は控除しません。 

(3) 勤労学生控除･･･････････････････････････････････････270,000 円 

(4) 雑損・医療費・小規模企業共済控除・配偶者特別控除･････････実額 

(5) 社会保険料控除 

ア 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、 

障害基礎年金（２０歳前障害）、特別障害給付金、 

市心身障害者手当の本人所得の場合･････････････････実額 

イ その他の場合･････････････････････････････････････80,000 円(保険料相当額) 

（6）特定親族特別控除 

   納税者に、生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族等で、合計所得金額が 

一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者（「特定親族」といいます。）が 

いる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。 

特定親族の合計所得金額 控除額 

５８万円超 ８５万円以下 ６３万円 

８５万円超 ９０万円以下 ６１万円 

９０万円超 ９５万円以下 ５１万円 

９５万円超 １００万円以下 ４１万円 

１００万円超 １０５万円以下 ３１万円 

１０５万円超 １１０万円以下 ２１万円 

１１０万円超 １１５万円以下 １１万円 

１１５万円超 １２０万円以下 ６万円 

１２０万円超 １２３万円以下 ３万円 

５ 手当・年金の併給制限 

手当、年金制度においては、重複して手当等を受給できない場合があります。 

詳しくはお問い合わせください。 
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障害福祉サービス等の自己負担上限額の算定については、年少扶養控除や特定扶養親族

に対する控除があったものとして計算されます（みなし控除）。 

 

みなし控除で自己負担上限額を計算するもの 

１ 障害福祉サービス利用の自己負担限度額 

２ 自立支援医療（精神通院・更生医療・育成医療）の自己負担限度額 

３ 補装具費の支給の自己負担限度額 

４ 特別児童扶養手当等の支給基準 

５ 措置入所、利用における自己負担限度額 

６ 精神障害者の措置入院費の自己負担限度額 

７ 軽度・中等度難聴児補聴器費用助成制度における自己負担限度額 

 

２８ 扶養控除の一部廃止に伴う自己負担額の算定 


